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土
地
ま
た
は
家
屋
の
所
有
者

◆
賦
課
期
日

固
定
資
産
税
と
同
じ
１
月
１

日◆
税
額
の
計
算
方
法

課
税
標
準
額
×
税
率
（
0.3
％

の
予
定
）

課
税
標
準
額
は
、
固
定
資
産

税
と
同
様
の
方
法
で
計
算
さ
れ

ま
す
。（
原
則
と
し
て
評
価
額

が
課
税
標
準
額
と
な
り
ま
す
が
、

宅
地
な
ど
は
税
負
担
の
調
整
措

置
が
講
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。）

た
だ
し
、
住
宅
用
地
の
軽
減

措
置
（
率
）
は
、
固
定
資
産
税

と
異
な
り
、
次
の
と
お
り
と
な

り
ま
す
。

�
小
規
模
住
宅
用
地
（
２
０

０
�
以
下
の
住
宅
用
地
）
＝

評
価
額
の
３
分
の
１

�
そ
の
他
の
住
宅
用
地
＝
評

価
額
の
３
分
の
２

市
は
、
昭
和
45
年
に
都
市
計

画
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
富
津

都
市
計
画
区
域
を
市
街
化
区
域

と
市
街
化
調
整
区
域
と
に
区
分

す
る
線
引
き
を
実
施
し
ま
し
た
。

ま
た
、
大
佐
和
都
市
計
画
区
域

に
つ
い
て
も
富
津
都
市
計
画
区

域
と
は
異
な
り
ま
す
が
、
用
途

地
域
と
無
指
定
地
域
と
に
区
分

す
る
非
線
引
き
を
実
施
し
ま
し

た
。市

街
化
区
域
と
用
途
地
域
は
、

優
先
か
つ
計
画
的
に
市
街
化
を

図
る
区
域
で
街
路
、
公
園
、
下

水
道
な
ど
都
市
施
設
の
整
備
や

土
地
区
画
整
理
事
業
を
積
極
的

に
推
進
す
る
区
域
で
す
。

こ
れ
ら
の
事
業
を
具
体
的
に

実
施
し
て
い
く
た
め
、
都
市
計

画
法
に
基
づ
き
認
可
を
受
け
て

行
う
事
業
が
都
市
計
画
事
業
で

す
。

都
市
の
健
全
な
発
展
と
秩
序

あ
る
整
備
と
計
画
的
な
都
市
づ

く
り
の
実
現
を
目
的
と
し
、
市

町
村
が
都
市
計
画
法
や
土
地
区

画
整
理
法
に
基
づ
き
認
可
を
受

け
て
行
う
事
業
（
街
路
、
公
園
、

下
水
道
な
ど
の
都
市
施
設
整
備

事
業
や
土
地
区
画
整
理
事
業
な

ど
）
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る

た
め
、
課
税
す
る
目
的
税
で
あ

り
、
そ
の
ほ
か
の
事
業
や
一
般

の
経
費
に
は
使
え
な
い
税
で
す
。

◆
課
税
の
対
象
と
な
る
資
産

富
津
都
市
計
画
区
域
の
市
街

化
区
域
と
大
佐
和
都
市
計
画
区

域
の
用
途
地
域
に
所
在
す
る
土

地
と
家
屋

◆
納
税
義
務
者

５
月
７
日
か
ら
８
回
に
わ
た
り
、
富
津
公
民
館
ほ
か
２
会
場
で
都
市
計
画
事
業
の
推
進
に
伴
う
都
市
計
画
税
導
入
に
つ
い
て

の
説
明
会
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
出
席
さ
れ
た
人
た
ち
か
ら
都
市
計
画
税
導
入
の
理
由
や
ど
の
よ
う
な
事
業
を
実
施
す
る
の

か
、
ま
た
近
隣
市
の
都
市
計
画
税
の
状
況
な
ど
の
ご
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
ご
質
問
に
つ
き
ま
し
て
市
長

と
し
て
の
考
え
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

富
津
市
で
は
、
活
力
あ
る
豊
か
な
暮
ら
し
と
人
と
人
と
の
ぬ
く
も
り
が
伝
わ
る
地
域
社
会
を
育
む
ま
ち
づ
く
り
を
基
本
と
し

た
各
種
の
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

二
十
一
世
紀
の
幕
開
け
と
と
も
に
富
津
市
の
将
来
像
の
実
現
に
向
け
、「
躍
動
と
に
ぎ
わ
い
　
安
ら
ぎ
と
ふ
れ
あ
い
の
交

差
す
る
ま
ち
　
ふ
っ
つ
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
街
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

よ
り
多
く
の
市
民
が
住
み
や
す
い
環
境
で
、
に
ぎ
わ
い
に
満
ち
、
活
力
あ
る
ま
ち
を
つ
く
り
あ
げ
、
次
の
世
代
に
資
産
を
引

き
継
い
で
い
く
こ
と
が
、
今
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
と
考
え
、
こ
の
事
業
の
費
用
に
充
て
る
財
源
と
し
て
平
成

15
年
度
か
ら
都
市
計
画
税
の
導
入
を
行
う
決
意
を
い
た
し
ま
し
た
。

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

都
市
計
画
事
業
と
は

都
市
計
画
税
の
目
的

都
市
計
画
税
の

あ
ら
ま
し

住みよい街づくりのために

都都都都市市市市計計計計画画画画事事事事業業業業のののの推推推推進進進進をををを
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我孫子市 

浦安市 

佐倉市 

東金市 

一宮町 

下総市 

船橋市 

沼
南
町 

和
田
町 

流
山
市 

�は都市計画税課税市町村 

野田市 

関宿町 

我孫子市 

浦安市 

鎌ヶ谷市 

小見川町 

四街道市 

袖ヶ浦市 

木更津市 

大多喜町 

九十九里町 
大網白里町 

松戸市 

佐倉市 旭市 

印旛村 

成東町 

東金市 

白子町 

一宮町 

勝浦市 

大原町 

御宿町 

茂原市 

夷隅町 

市原市 

長柄町 

長南町 

君津市 

鴨川市 

富津市 

鋸南町 

富山町 

富浦町 

館山市 

白浜町 

長生村 

印西市 成田市 山田町 

下総市 

神崎町 佐原市 

印西市 

栗源町 

飯岡町 

海上町 
干潟町 

東庄町 

銚子市 

富里市 

蓮沼村 

野栄町 
横芝町 

山武町 松尾町 

本杢村 

船橋市 

習志野市 

千葉市 

沼
南
町 白

井
市 

流
山
町 

睦
沢
町 

丸
山
町 

三
芳
村 

千
倉
町 

天
津
小
湊
町 

八
街
市 

大
栄
町 

八
千
代
市 

酒
々
井
町 

流
山
市 

市
川
市 

柏
市 

光
町 

栄
町 

岬
町 

八日市場市 

　　　　　市　　町　　村　　名  
千葉市　市川市　船橋市　館山市　木更津市　 
佐原市　佐倉市　習志野市　柏市　市原市　 
流山市　八千代市　我孫子市　鎌ケ谷市　 
富里市　印西市　白井市　関宿町　栄町　 
沼南町　印旛村  
四街道市　八街市  
松戸市  
銚子市　野田市　茂原市　東金市　旭市　 
君津市　袖ケ浦市　酒々井町　小見川町  
成田市 

＊34団体（28市、５町、１村） 

税 率   
　 
　 

0.30％ 
　 
  

0.25％  
0.23％  
　 
  

0.05％ 

0.20％ 

〈富津市青木　ＮＴＴ富津　周辺〉

県内における都市計画税課税市町村
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都市計画税の必要性
市は、21世紀を迎え、新５カ年計画で掲げる将来都市像を実現するため、都市計画事業をはじめ多くの事務事業に取

り組んでいます。
富津市は、近隣市に比べ公共下水道の整備をはじめ都市計画街路整備、市街地整備事業などの都市計画事業の遅れから
若者の流動化による人口の減少などが生じてきています。また、地方分権の時代を迎え、地域の特性を活かしたまちづく
りを進める必要があります。
都市計画事業の推進により住みよいまちづくりを目指すには、都市計画税の導入が必要不可欠であります。

◆
都
市
計
画
の
基
本
理
念

都
市
計
画
は
、
農
林
漁
業
と

の
健
全
な
調
和
を
図
り
つ
つ
、

健
康
で
文
化
的
な
都
市
生
活
や

機
能
的
な
都
市
計
画
を
確
保
す

べ
き
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま

す
。

◆
都
市
計
画
区
域
と
は

都
市
計
画
区
域
と
は
、
健
康

で
文
化
的
な
都
市
生
活
と
機
能

的
な
都
市
活
動
を
確
保
す
る
と

い
う
都
市
計
画
の
基
本
理
念
を

達
成
す
る
た
め
に
、
都
市
計
画

法
や
そ
の
ほ
か
の
法
令
の
規
制

を
受
け
る
べ
き
土
地
と
し
て
指

定
し
た
区
域
で
す
。

◆
市
街
化
区
域
と
は

市
街
化
区
域
と
は
、
既
に
市

街
地
を
形
成
し
て
い
る
区
域
や

優
先
的
か
つ
計
画
的
に
市
街
化

を
図
る
べ
き
区
域
で
す
。

◆
市
街
化
調
整
区
域
と
は

市
街
化
を
抑
制
す
べ
き
区
域

で
す
。都市計画事業・都市計画税に関する窓口は

事業に関するご質問は建設部街づくり課、
税に関するご質問は財政部課税課でお答え
します。

街づくり課 �80・1313

課税課 �80・1242

－都市計画事業－

◆公共下水道事業
・市街化区域内の未普及地域と幹線の整備

（青堀駅裏の大堀地区、既成市街地の青堀地区、二間塚地区、
と富津地区の既成市街地）
・下水道終末処理場の施設整備

・伊勢原都市下水路の整備

（千種新田の黒田精工�駐車場付近から新小原団地付近）

◆公園整備事業
・都市公園施設整備

（市民ふれあい公園や都市計画区域内の近隣公園）

◆土地区画整備事業
・事業区域内の街路整備や公共下水道整備事業など

主な実施予定事業
（平成22年度までの第１期事業）

◆都市計画街路整備事業
・二間塚大堀線街路整備事業

（国道16号大堀地区山九デパート付近～JR線路下～二間塚地区
山九社宅付近）
・鳥井戸線道路整備と坂口線道路整備事業

（大堀地区アサナギ病院そばの踏切廃止に伴う関連事業）
・北笹塚大貫線街路整備事業

（君津市人見地区人見大橋付近～山王地区水町歯科付近）
・二間塚汐入線街路整備事業

（国道16号大堀地区相模屋海苔店付近～南総松華園付近）
・青堀駅東口線道路整備事業

（京葉銀行付近～山王地区大山公民館付近）
・川岸富津公園線街路整備事業

（青木土地区画整理区域境～大堀地区マルテン産業機械�付近）
・神明山１号線街路整備事業

（国道465号篠部地区～海側）
・神明山１号線街路整備事業

（区画整理事業地内）
・千種新田中線道路整備事業

（岩瀬地区君津商業高校グランド付近～岩瀬川～大貫駅裏方面）
・千種新田高根線街路整備事業

（小久保地区さゞ波館付近～海岸線に篠部地区）

〈ゆとりある家並み〉

〈青堀駅前通り〉

都
市
計
画
用
語 


